
No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2000

601 補助金名 順天堂大学医学部附属静岡病院直通バス事業補助金

根拠法 なし

交付要綱等名称 下田市補助金等交付規則

分野 ５　危機管理 施策体系 施策５　地域医療体制の充実

施策 地域医療の連携を強化します

補助対象者 株式会社　東海バス 事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 839,000 0 839,000 R04 610,929 0 610,929 
R05 839,000 0 839,000 R03 605,613 0 605,613 
R04 557,000 0 557,000 R02 600,009 0 600,009 

R01 534,323 0 534,323 
H30 577,065 0 577,065 

①公益性 10 ②必要性 9 ③適格性 9 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質施策的補助

補助開始年度 13 補助終期設定 なし 補助率
運行経費－運賃

収入の1/3
450万まで

１件当たり
補助上限額

市町分の上限150
万円までを下田市

と３町で按分

事業開始のきっかけ
地域医療支援病院として高度な医療を供給できる順天堂大学医学部附属静岡病院へ
の交通の利便を図るため平成13年度から試行開始。

国・県等の補助の有無 なし

代替手段との比較
伊東駅経由で鉄道とバスを乗り継ぎ利用した場合、伊豆急下田駅から片道2,640円
で、1070円多く負担がかかる。

当初目的の達成度
乗降者は減少傾向にあるが、高齢者等の大学病院受診の交通手段として重要な役割
を果たしている。

同一団体への他の補助金の有
無

＊順天堂大学静岡病院より1/3補助（上限150万円）

廃止の見込み、廃止の影響
３次医療の高度医療サービスを受けるためには伊豆長岡にある順天堂大学医学部付
属静岡病院まで行く必要があり、高齢化社会においては医療受診における交通機関
の維持が必要。

公益性の所在 ※①

現在、路線バス運行会社は１社であり、直通バスの赤字分をバス会社、順
天堂静岡病院、自治体（1市３町）で1/3ずつ負担している。平成28年より
伊豆市が脱退し、負担金はなくなるが、伊豆市利用者については、運賃
アップして対応することになる。（平成28年より）

10

市が補助すべき理由

※②

令和2年10月にアンケートを実施。利用者は減少傾向にあるが、高齢化により、自
家用車での通院が難しいことなどの背景から、継続の希望が強い。広く住民に周知
されている。また、直通バスが黒字に転じれば自治体等の負担がなくなる。

8

目的・内容 順天堂静岡病院への通院等の交通の利便を確保し、住民福祉の向上に資するため。 10

補助金の主な使途

※③

運行経費（人件費、燃料油脂費、車両修繕費、保険料、車両減却費、諸税、一般管
理費、その他実施に要する費用）の上限450万円の内の1／3が利用市町。1/3：順
天　1/3：東海バス

10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

「東海バス運行経費－運賃収入」の赤字部分を３者（東海バス、順天堂病
院、市町）で上限450万円までを各者1/3ずつ負担。さらに市町分は人口割
20％/均等割20％/乗降者数割60％で按分

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし
＊東海バス収入は、運賃収入、順天堂静岡病院より（１５０万円以内）、1市3町よ
り（１５０万円以内）

8

成果・費用対効果 ※④ 高齢化社会における医療福祉の向上に貢献している。 10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2061

602 補助金名 賀茂地域第2次救急医療圏病院群輪番制病院運営事業補助金/下田市小児救急医療対策事業費補助金

根拠法 （静岡県）救急医療施設運営費等補助金交付要綱（小児救急医療施設運営事業分）

交付要綱等名称 賀茂地域第2次救急医療圏病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱/下田市小児救急医療対策事業費補助金交付要綱

分野 ５　危機管理 施策体系 施策５　地域医療体制の充実

施策 救急体制を充実します

補助対象者
下田メディカルセンター・西伊豆病院、伊豆
今井浜病院・伊豆東部総合病院

事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 10,070,000 21,138,000 31,208,000 R04 9,966,380 21,173,090 31,139,470 
R05 10,001,000 21,441,000 31,442,000 R03 10,177,790 20,904,210 31,082,000 
R04 10,329,000 21,042,000 31,371,000 R02 9,966,380 21,173,090 31,139,470 

R01 9,990,150 21,593,130 31,583,280 
H30 9,732,220 21,502,240 31,234,460 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 58 補助終期設定 なし 補助率
賀茂市町で按分
（人口、搬送

数）

１件当たり
補助上限額

小児＠13,570×対応可
能日数

二次救急＠71,040×
（365日夜間＋祝日休日

年末年始数）

事業開始のきっかけ 第２次救急医療の確保。

国・県等の補助の有無

小児救急に対してのみ、県よりオンコール13,570円×年間実施日数の2/3の補助があ
る。平成17年から普通交付税として措置されている。それ以前は、1日あたり71,040
円国からの補助があった。
＊５町負担分は町長会より下田市に歳入で受けている。

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度
Ｒ３年（下田市内）　30分以内の救急搬送先決定割合：99.7％
　　　　30分以内：1,369件　30分以上：４件
　　　　救急搬送先の受け入れ体制が整備されている。

同一団体への他の補助金の有
無

地域医療ネットワーク基盤整備事業

廃止の見込み、廃止の影響 地域医療の低下を招く

公益性の所在 ※①
賀茂圏域の住民が日常生活において起こり得る急病や災害によるけがなどの
傷病から生命を守るための活動で広く市民生活に貢献している。

10

市が補助すべき理由

※②

賀茂圏域の住民の生命を守る上で、絶対的な必要性を持つ。
なお賀茂1市5町で要綱により負担している。

10

目的・内容
賀茂地域1市5町の間で、賀茂地域第２次救急医療圏病院群輪番制病院による
第２次救急医療体制の整備及び確保を図る。

10

補助金の主な使途

※③

救急医療運営費（当直の医師、看護師、事務員の人件費） 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

賀茂医療圏域全体事業として補助
小児救急(＠13,570円：オンコール単価×年間日数）
　2/3県補助（小児のみ）　＊　交付は下田メディカルのみ

第2次救急医療4病院　（@71,040×（休日祝日+夜間365日）
市町負担割合は人口、搬送数、
下田市に事務費50,000円（10,000円×５町より）

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし
10

成果・費用対効果 ※④
急病及び事故等に対応できる医療機関の確保により市民の健康、生命を守
り、安心、安全な生活の確保。

10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容 県補助金

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2040

603 補助金名 下田市不妊治療費助成金

根拠法 （静岡県）一般不妊治療（人工授精）費等助成事業費補助金交付要綱

交付要綱等名称 下田市不妊治療費助成金交付要綱

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策１　健康づくりの推進

施策 生涯を通じた健康づくりを推進します

補助対象者 不妊治療を受ける夫婦 事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 85,000 1,715,000 1,800,000 R04 650,000 880,000 1,530,000 
R05 35,000 3,215,000 3,250,000 R03 1,253,480 2,007,000 3,260,480 
R04 35,000 3,215,000 3,250,000 R02 1,470,180 1,616,000 3,086,180 

R01 1,020,600 1,566,000 2,586,600 
H30 697,090 1,800,000 2,497,090 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 25 補助終期設定 なし 補助率 0.7
１件当たり
補助上限額

350000（鉄道賃
50,000）

事業開始のきっかけ 不妊治療を受ける夫婦の経済的負担軽減と少子化対策の推進を図る。

国・県等の補助の有無
県補助（治療対象項目のみ、そのうち２/7の額）
ふるさと応援基金（R6予算未記入）

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度 不妊治療をしてる方の申請が増え、子供が誕生する。

同一団体への他の補助金の有
無

　一般不妊治療費（人工授精分）県補助金（令和３年度繰り越し1/2）はR４年度ま
で。
R4年度より保険診療が適応になり、窓口自己負担3割となった。自己負担分について
助成継続。
Ｒ４年度治療開始分から保険診療適用となったため、県の助成廃止。）

廃止の見込み、廃止の影響 治療費の負担が大きい為、妊娠をあきらめる夫婦が出て、出生数が減る。

公益性の所在 ※① 出生数が増加することで人口増となり、市全体の生活が安定する。 10

市が補助すべき理由

※②

不妊治療は、高額な医療費がかかるため、市単独で補助するものである。
特定不妊治療は、県がすでに補助したが、令和４年度から保険適用となっ
たため令和3年度からの継続治療のみ対応となった。市では、保険診療の自
己負担分、鉄道賃も含め補助をしている。

10

目的・内容

一般不妊治療、特定不妊治療を対象とし1回の申請につき合計金額の10分の
7で限度額30万円。助成期間は通算5年間、所得制限なし。医療機関への通
院に関わる交通費について5万円（鉄道賃）を助成する。（平成29年度か
ら）(R4年度から保険診療適用開始、自己負担分の７/10上限30万、交通費
5万まで）

10

補助金の主な使途

※③

不妊治療費の自己負担分（医療費年間30万円、鉄道運賃年間5万円上限） 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

不妊治療費窓口自己負担分×0.7（上限300,000）
鉄道賃：＠　50,000円×鉄道利用者

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 10

成果・費用対効果 ※④ 治療により、子供が生まれる。 10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 国保年金係 記載者職・氏名 山下　恵子

継続 予算事業コード 8410

604 補助金名 出産育児一時金補助金

根拠法 国民健康保険法第５８条第１項

交付要綱等名称 下田市国民健康保険条例第６条、下田市国民健康保険給付規則第２条

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策２　地域福祉の推進

施策 自立し安定した生活を送るための支援を実施します

補助対象者 出産した被保険者 事務局等 市民保健課　国保年金係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 1,667,000 3,333,000 5,000,000 R04 1,534,667 3,069,333 4,604,000 
R05 1,834,000 3,666,000 5,500,000 R03 1,112,807 2,225,613 3,338,420 
R04 1,820,000 3,640,000 5,460,000 R02 2,100,000 4,200,000 6,300,000 

R01 1,960,000 3,920,000 5,880,000 
H30 1,674,667 3,349,333 5,024,000 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 9 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 S33 補助終期設定 なし 補助率 設定なし
１件当たり
補助上限額

500,000 

事業開始のきっかけ
昭和33年より国民健康保険事業がスタートし、当初より事業を継続している。
少子高齢化の中で、出産に対する支援として全国的な給付となっている。

国・県等の補助の有無
子育て世代への支援策として、平成21年10月から平成23年3月まで、１人2万円の国
庫補助制度、平成23年度は１人1万円の国庫補助制度、平成24年度より国庫補助制度
は廃止になった。

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度 出産する方の経済的負担を軽減している。

同一団体への他の補助金の有
無

出産・子育て応援金

廃止の見込み、廃止の影響 廃止の見込はない。社会保障の一環として必要不可欠。

公益性の所在 ※① 社会保険制度の一環として、他保険加入者との給付の均衡を保つ 10

市が補助すべき理由

※②

社会保険制度の一環として、他保険加入者との給付の均衡を保つ 10

目的・内容
保険給付としての現金給付、平成23年度より、出産１人につき42万円の補
助、令和５年１月１日から50万円に増額

10

補助金の主な使途

※③

出産費の一部 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

@500,000円×10件（下記実績による）
＜参考＞
H30　30件、H31　25件、R2　15件、R3　8件、R4　11件、R5　11件（見
込）

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

一般会計より補助金の2/3を基準繰入として受け入れている。実績により翌
年度に精算している。

8

成果・費用対効果 ※④
出産時の経費負担を軽減することにより、子育て世帯の負担軽減に寄与し
ている。

10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 国保年金係 記載者職・氏名 山下　恵子

継続 予算事業コード 8420

605 補助金名 葬祭費補助金

根拠法 国民健康保険法第５８条第１項

交付要綱等名称 下田市国民健康保険条例第７条、下田市国民健康保険給付規則第３条

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策２　地域福祉の推進

施策 自立し安定した生活を送るための支援を実施します

補助対象者 被保険者の葬祭を行う者 事務局等 市民保健課　国保年金係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 2,500,000 0 2,500,000 R04 2,150,000 0 2,150,000 
R05 2,500,000 0 2,500,000 R03 2,400,000 0 2,400,000 
R04 2,750,000 0 2,750,000 R02 2,500,000 0 2,500,000 

R01 2,150,000 0 2,150,000 
H30 2,400,000 0 2,400,000 

①公益性 8 ②必要性 9 ③適格性 9 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 S33 補助終期設定 なし 補助率 設定なし
１件当たり
補助上限額

50,000 

事業開始のきっかけ
昭和33年より国民健康保険事業がスタートし、当初より補助を継続している。
全国的な給付であり、被保険者にとっては必要不可欠な補助となっている。

国・県等の補助の有無 なし

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度 葬祭費の給付による被保険者等の経済的負担を軽減している。

同一団体への他の補助金の有
無

なし

廃止の見込み、廃止の影響
廃止の見込はない。社会保障の一環であり、他保険加入者との給付の均衡上必要不
可欠。

公益性の所在 ※① 社会保険制度の一環として、他保険加入者との給付の均衡を保つ 8

市が補助すべき理由

※②

社会保険制度の一環として、他保険加入者との給付の均衡を保つ 10

目的・内容 保険給付としての現金給付 8

補助金の主な使途

※③

葬祭費の一部 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

@50,000円×50件（下記実績による）
＜参考＞
H30　60件、H31　60件、R2　50件、R3　48件、R4　43件、R5　50件
（見込）

8

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 8

成果・費用対効果 ※④ 社会保障的な側面がある補助制度となっている。 10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 国保年金係 記載者職・氏名 山下　恵子

継続 予算事業コード 8485

606 補助金名 人間ドック受診費補助金

根拠法 なし

交付要綱等名称 下田市人間ドック受診費助成事業実施要綱

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策１　健康づくりの推進

施策 生活習慣病の予防、重度化防止を推進します

補助対象者
下田市国民健康保険被保険者（30歳以
上）

事務局等 市民保健課　国保年金係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 5,000,000 0 5,000,000 R04 3,388,000 0 3,388,000 
R05 5,000,000 0 5,000,000 R03 3,167,000 0 3,167,000 
R04 5,000,000 0 5,000,000 R02 3,406,000 0 3,406,000 

R01 4,279,000 0 4,279,000 
H30 4,219,000 0 4,219,000 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 9 ④効果 9

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 奨励的補助

補助開始年度 25 補助終期設定 なし 補助率 0.7
１件当たり
補助上限額

25,000 

事業開始のきっかけ
平成20年度から特定健康診査が始まったが、特定健康診査対象年齢対象以外の年齢
層の健康意識と他市町との均衡を図る。

国・県等の補助の有無 なし

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度
詳細な検査費用の負担軽減により、病気の早期発見、早期治療を促進し、被保険者
の経済的負担の軽減と制度全体の医療費削減に寄与している。

同一団体への他の補助金の有
無

なし

廃止の見込み、廃止の影響 廃止の見込はない。医療費抑制が制度の主要課題の中、必要不可欠な施策。

公益性の所在 ※① 市民の健康増進、他保険加入者との均衡を図る 10

市が補助すべき理由

※②

医療・介護等の社会保障費増大していく中で、精密な検査を行うことによ
り疾病の早期発見ができ、医療費の抑制できる。

10

目的・内容
疾病の予防、潜在疾病の早期発見と早期治療により市民の健康増進を図
る。

10

補助金の主な使途

※③

検査費用の一部 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

個人負担額の7割を補助　限度額　25,000円
@25,000円×200件
＜参考＞
H30　174件、R1　175件、R2　139件、R3　131件、R4　139件、R5　
200件（見込）

8

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 10

成果・費用対効果 ※④
人間ドック受診費用を軽減することにより、詳細な検査を受けやすくし、
健康に対する意識付けができる。

9



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 地域包括支援センター 記載者職・氏名 センター長　小澤　かおり

継続 予算事業コード 1430

607 補助金名 下田市高齢者サロン活動支援助成金

根拠法 なし

交付要綱等名称 下田市高齢者サロン活動支援事業実施要綱

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策２　地域福祉の推進

施策 地域の課題を連携して解決する仕組みを構築します

補助対象者 下田市内の高齢者サロン団体 事務局等 市民保健課　地域包括支援センター

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 376,000 0 376,000 R04 280,000 0 280,000 
R05 376,000 0 376,000 R03 276,000 0 276,000 
R04 328,000 0 328,000 R02 188,000 0 188,000 

R01 0 0 0 
H30 0 0 0 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 奨励的補助

補助開始年度 2 補助終期設定 なし 補助率 なし
１件当たり
補助上限額

44,000 

事業開始のきっかけ
今後求められる、介護予防と健康保険事業の一体的な実施の地域拠点（住民主体の
居場所活動）を市内の全地区で実施ししていく必要があるため。

国・県等の補助の有無 なし

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度 会の活動継続の経済的な援助となっている

同一団体への他の補助金の有
無

なし

廃止の見込み、廃止の影響 廃止とした場合、財源不足に陥り、サロン活動の停滞を招く

公益性の所在 ※①

市民の健康増進・介護予防・高齢者の見守り等の拠点の運営支援だけでは
なく、まだ住民主体の居場所づくり活動が実施されていない地域で、新た
な居場所作りを検討する住民の支援を行い、市内全域での事業活動の推進
を図る。

10

市が補助すべき理由

※②

高齢者サロン活動の維持及び活動の支援と共に、介護予防・健康増進・高
齢者の見守り活動の事業を、地域で実施するための拠点としての住民主体
の居場所活動の立上げの推進を図るため。

10

目的・内容
市内の高齢者の引きこもり予防、介護予防等のため。さらに、高齢者の見
守り・健康づくりの地域の拠点として育成していくことを目的とする。

10

補助金の主な使途

※③

サロン立上げ費の一部、サロン活動費の一部 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

居場所の立上げ（初回のみ）＠20,000円×2件=40,000円
運営補助＠2,000円×14カ所×12月=336,000円

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 10

成果・費用対効果 ※④
市内高齢者サロン等の活動数により評価 
※R4年度11団体　延べ2,069人

10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2061

608 補助金名 賀茂地域第2次救急医療圏地域医療ネットワーク事業費補助金

根拠法
地域医療ネットワーク基盤整備事業費補助金交付要綱（静岡県）
ふじのくにねっとＧＷコンパクトモデル運用

交付要綱等名称 賀茂地域第2次救急医療圏地域医療ネットワーク事業費補助金交付要綱

分野 ５　危機管理 施策体系 施策５　地域医療体制の充実

施策 救急体制を充実します

補助対象者
下田メディカルセンター・西伊豆病
院、伊豆今井浜病院

事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 941,000 1,800,000 2,741,000 R04 935,440 1,805,560 2,741,000 
R05 887,000 1,855,000 2,742,000 R03 893,280 1,848,720 2,742,000 
R04 943,000 1,905,000 2,848,000 R02 935,430 1,898,570 2,834,000 

R01 1,338,220 2,297,780 3,636,000 
H30 0 0 0 

①公益性 8 ②必要性 3 ③適格性 3 ④効果 0

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 1 補助終期設定 なし 補助率
賀茂市町で按分
（人口、搬送

１件当たり
補助上限額

1医療機関につき
1500000まで

事業開始のきっかけ
静岡県ふじのくにネットバーチャルメガホスピタル協議会立ち上げ。県より、地域
医療ネットワーク整備事業について提案があった。

国・県等の補助の有無
初年度基盤整備については医療機関に直接県が補助
＊５町負担分は町長会より下田市に歳入で受けている。

代替手段との比較
ふじのくにネットバーチャルメガホスピタル協議会に所属せず、
既存の「シズケアかけはし」の利用

当初目的の達成度
医療データ開示側は基盤整備まで行った。今後はデータ参照側の三次医療機関の利
用を推進

同一団体への他の補助金の有
無

初年度基盤整備については1/2県補助あり

廃止の見込み、廃止の影響 デジタル化の推進という観点からも必要性が高まってくると思われる。

公益性の所在 ※①
賀茂圏域の住民が日常生活において起こり得る急病や災害によるけがなど
の傷病から生命を守るための活動で広く市民生活に貢献している。

8

市が補助すべき理由

※②

賀茂圏域の住民の生命を守る上で、円滑に高度医療を受けることができ
る。なお賀茂1市5町で要綱により負担している。

0

目的・内容 三次医療との連携 6

補助金の主な使途

※③

システム運用費（保守、通信料等） 0

予算要求額の算出根拠・
算出方法

各二次救急医療機関（3病院）からの運用費予算見積り
下田市に事務費50,000円（５町より）

0

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

令和元年度より、「地域ネットワーク基盤整備事業」の補助金を下田メデ
イカルセンター、伊豆今井浜病院の2病院に、令和2年より加えて、西伊豆
健育会病院の3病院に負担金として病院へ支払う。

8

成果・費用対効果 ※④
利用が進むことで、救急医療におけるより、迅速な検査、診断治療につな
げることができる。

0



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2150

609 補助金名 下田市若年がん患者妊孕性温存治療費助成金

根拠法
厚生労働省
「小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」

交付要綱等名称 下田市若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付要綱

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策１　健康づくりの推進

施策 生涯を通じた健康づくりを推進します

補助対象者 がん患者で妊孕性温存治療者 事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 300,000 300,000 600,000 R04 0 0 0 
R05 300,000 300,000 600,000 R03 0 0 0 
R04 210,000 210,000 420,000 R02 0 0 0 

R01 0 0 0 
H30 0 0 0 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 2 補助終期設定 なし 補助率
医療機関に払っ
た額の上限まで　

１件当たり
補助上限額

精子：2万円
卵子：40万円

事業開始のきっかけ
Ｈ24.25の厚労省研究事業　ＡＹＡ世代のがん対策に関する政策提言「がん患者の包
括的継続的支援と患者の自立自己管理を促す対策の推進

国・県等の補助の有無 若年がん患者等支援事業補助金（県）1/2

代替手段との比較 *下田市の不妊治療助成を受けていないことが条件

当初目的の達成度 Ｒ4申請0支給0件

同一団体への他の補助金の有
無

静岡県小児ＡＹＡ世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業費補助金と併用申請
（受付窓口は対象者の自治体）
＊下田市の不妊治療費助成金を受けていないことが交付要件

廃止の見込み、廃止の影響 県の補助金あるため継続

公益性の所在 ※① 厚労省がん対策推進基本計画として位置づけられている 10

市が補助すべき理由

※②

将来、子供を産み育てることを望む若年がん患者が希望を持ってがん治療
に取り組むための、精神的及び経済的負担の軽減

10

目的・内容
将来、子供を産み育てることを望む若年がん患者が希望を持ってがん治療
に取り組むための、精神的及び経済的負担の軽減

10

補助金の主な使途

※③

治療費 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

男性３０万円×1人
女性３０万円×1人

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 10

成果・費用対効果 ※④
Ｒ２.Ｒ３　0件（若年がん患者で妊娠希望者について
医療機関が助成について案内）

10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2150

610 補助金名 下田市若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金

根拠法
がん対策基本法
生活の質の向上

交付要綱等名称 下田市若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金交付要綱

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策１　健康づくりの推進

施策 生涯を通じた健康づくりを推進します

補助対象者
がん治療終了後、ＡＤＬ介助必要な者（20歳未
満）、福祉用具利用が必要な者（40歳未満）

事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 270,000 270,000 540,000 R04 0 0 0 
R05 270,000 270,000 540,000 R03 0 0 0 
R04 270,000 270,000 540,000 R02 0 0 0 

R01 0 0 0 
H30 0 0 0 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 2 補助終期設定 なし 補助率 0.9
１件当たり
補助上限額

45,000/月
福祉用具貸与は27,000/月

事業開始のきっかけ
Ｈ24.25の厚労省研究事業　ＡＹＡ世代のがん対策に関する政策提言「がん患者の包
括的継続的支援と患者の自立自己管理を促す対策の推進

国・県等の補助の有無 若年がん患者等支援事業補助金（県）1/2

代替手段との比較 40歳以上は介護保険制度、又は障害者自立支援制度

当初目的の達成度 Ｒ4申請0支給0件

同一団体への他の補助金の有
無

なし

廃止の見込み、廃止の影響 県の補助金あるため継続

公益性の所在 ※① 厚労省がん対策推進基本計画として位置づけられている 10

市が補助すべき理由

※②

がん患者の包括的継続的支援と患者の自立自己管理を促す 10

目的・内容 がん患者の包括的継続的支援と患者の自立自己管理を促す 10

補助金の主な使途

※③

生活基本動作の介助サービス費、福祉用具の費用 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

居宅サービス：45,000×12か月 10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 10

成果・費用対効果 ※④ Ｒ３　0件　医療機関が助成制度を案内 10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

継続 予算事業コード 2150

611 補助金名 下田市がん患者医療用補整具購入費助成金

根拠法 がん対策基本法就労社会参加促進

交付要綱等名称 下田市がん患者医療用補整具購入費助成金交付要綱

分野 ６　健康・福祉 施策体系 施策１　健康づくりの推進

施策 生涯を通じた健康づくりを推進します

補助対象者
がん治療による外見変貌を補完する医
療用補整具購入者

事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 70,000 70,000 140,000 R04 30,000 30,000 60,000 
R05 70,000 70,000 140,000 R03 20,000 20,000 40,000 
R04 70,000 70,000 140,000 R02 10,000 10,000 20,000 

R01 0 0 0 
H30 0 0 0 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質施策的補助

補助開始年度 2 補助終期設定 なし 補助率 上限額まで
１件当たり
補助上限額

ウィッグ＠20,000
円*1人/補正下着
20,000円*1人/人
口乳房100,000円

事業開始のきっかけ
Ｈ24.25の厚労省研究事業　ＡＹＡ世代のがん対策に関する政策提言「がん患者の
包括的継続的支援と患者の自立自己管理を促す対策の推進

国・県等の補助の有無 若年がん患者等支援事業補助金（県）1/2

代替手段との比較 なし

当初目的の達成度 Ｒ4申請3支給3件

同一団体への他の補助金の有
無

なし

廃止の見込み、廃止の影響 県の補助金あるため継続

公益性の所在 ※① 厚労省がん対策推進基本計画として位置づけられている 10

市が補助すべき理由

※②

がん患者の社会参加と就労促進 10

目的・内容 がん患者の就労、社会参加の促進 10

補助金の主な使途

※③

補整用具購入費用 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

ウィッグ＠20,000円*1人/補正下着20,000円*1人/人口乳房100,000円＝合
計140,000円

10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

なし 10

成果・費用対効果 ※④ Ｒ３：２　Ｒ４.９月時点1件 医療機関が助成制度を案内 10



No.

○予算額 ○過去5年間の決算額

○チェック項目と評価内容

○評価点（10点満点で評価。上記の※数字が複数あるものは、各項目の点数を平均して表示）

令和5年度　補助金交付事業　担当課評価調書
担当課・係 市民保健課 健康づくり係 記載者職・氏名 澤田　秀子

新規 予算事業コード 2000

612 補助金名 出産・子育て応援金給付事業

根拠法 なし＊「物価高騰克服・経済再生実現のための総合経済対策」

交付要綱等名称 下田市出産・子育て応援金交付要綱

分野 ２　子育て・教育 施策体系 施策１　子育て支援の充実

施策 子育て等の相談体制を強化します

補助対象者 妊娠届者、出生児の養育者 事務局等 市民保健課健康づくり係

年度 一般財源 特定財源 予算総額 年度 一般財源 特定財源 決算額
R06 1,250,000 6,250,000 7,500,000 R04 1,243,000 6,207,000 7,450,000 
R05 1,500,000 7,500,000 9,000,000 R03 0 0 0 
R04 1,500,000 7,500,000 9,000,000 R02 0 0 0 

R01 0 0 0 
H30 0 0 0 

①公益性 10 ②必要性 10 ③適格性 10 ④効果 10

総合計画の　　
位置付け

補助金の性質 施策的補助

補助開始年度 4 補助終期設定 なし 補助率
定額

妊娠5万円
出生5万円

１件当たり
補助上限額

妊娠５万円
出生児数１人につ

き５万円

事業開始のきっかけ 「物価高騰克服・経済再生実現のための総合経済対策」閣議決定された。

国・県等の補助の有無
国庫4／6　県１／６
システム改修イニシャルコストのみ(上限２００万円）

代替手段との比較 開始にあたり、福祉事務所で給付されていた事業廃止

当初目的の達成度
妊娠8か月頃、及び出産後の面談の実施を100％ととする。
全ての対象者が妊娠、出産について適切な時期に適切なケアを受けることを目的と
する。

同一団体への他の補助金の有
無

国保出産一時金
児童手当、子ども医療費

廃止の見込み、廃止の影響 国、県の補助があるため継続

公益性の所在 ※① 国の要綱に基づいて全国で実施 10

市が補助すべき理由

※②

子育ての負担軽減 10

目的・内容 子育てにおける伴走型支援の拡充 10

補助金の主な使途

※③

家庭における子育てにかかる経費 10

予算要求額の算出根拠・
算出方法

出産応援金：５万円×120人＝600万円
子育て応援金：５万円×60人＝300万円　 10

繰越額・積立額と補助金
交付額との比較

システム改修費３，２３４，０００円（補助金２００万円）をR４より繰越 10

成果・費用対効果 ※④
R4年度149件給付　妊娠初期に確実に早期に窓口での母子手帳交付につなげる仕組み
となり、望まない妊娠等孤独で悩みを抱える妊婦が行政サービスにつながることが
成果として考えられる。

10


